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税額シミュレーション（TMK、香港から投資）

サブリース契約

300×51％×50％-30.6＝45.9

45.9-4.59＝41.31

受取利子にかかる源泉税

76.5-7.65＝68.85

源泉控除後受取利子額：

76.5×10％＝7.65

10万円
特定出資

特定出資（配当なし）

テナントＡ テナントB
法人税：

300×51％×50％×40％

一般社団法人
100%

テナントC

売主

30億円

財務代理人契約

TMK

優先出資 51%

売買契約

PM契約

賃貸借契約

特定社債の引受

49%

特定社債
2億円

優先出資
27億

9990万円

AM・PM AM契約

ローン

マスターレッシー

私募取扱者

財務代理人

KK、
関連会社日本支

店等

配当にかかる源泉税：

45.9×10％＝4.59

源泉控除後配当額：

※過少資本税制と

出資 

日本法人or東京支店

BANK

特定社債権者

300×49％＝147
配当にかかる源泉税

147×10％＝14.7

受取利子額（KK等より）：

過大支払利子税制

に注意
香港法人

配当額（KK等より）：

源泉控除後配当額：

147-14.7＝132.3

300×51％×50％＝76.5

=30.6
配当額（TMKより）：


